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第６章 南阿蘇村における文化財の保存と活用に関する現状と課題・方針 

 こ の章では、 村内の文化財の現状や特性などを踏まえ、 その保存・ 活用に向けた現状と 課題、 方針を

前章の方向性に沿っ て述べます。  

 
１ 南阿蘇村における文化財の保存と活用に関する現状課題 

（１） 【方向性①】≪守り、つなげる≫ための現状と課題 

１ ） 調査に関する 現状と 課題 

 南阿蘇村ではこ れまで村史編纂事業や開発行為に伴う 埋蔵文化財の調査を 行っ ています。 し かし 、 村

史編纂事業については旧村ごと で村史に記載する際に調査さ れた文化財の種別や基準等が異なるため、

旧村ごと で調査の把握の質や量が異なっ ています。 また、 個人所有の美術工芸品の把握調査が特に足り

ていないため、 全体的な文化財の把握が課題です。  

 

２ ） 保存環境に関する現状と 課題 

 資料館には、 村の有形文化財が数多く 収蔵さ れています。 ただ、 資料館では、 旧村（ 長陽村・ 白水

村・ 久木野村） の文化財を 一括し て保管し ており 、 収蔵量が限界に近づいています。 また、 展示スペー

スも ゆと り がなく 、 資料館の老朽化や立地の関係から 文化財 I PM（ 総合的有害生物管理） の導入を検討

も でき ていません。  

 そのため、 どのよう に収蔵スペースを確保し 、 文化財の保存管理を 行う かが重要な課題です。  

 

３ ） 文化財の継承・ 維持管理に関する現状と 課題 

南阿蘇村には、 長野岩戸神楽をはじ めと する地域の祭り や伝統的な食文化と いっ た文化財があり ま

す。 し かし 、 担い手の高齢化や過疎化が進み、 若い担い手がいない集落では、 文化財や文化財に関わる

地域活動（ 祭り や野焼き など） の保存・ 継承の継続が深刻な課題です。  

 また、 有形の未指定文化財についても 同様の問題が起き ており 地域のお堂の老朽化や管理不足により

文化財の保存・ 継承が危ぶまれます。 特に高齢化が進み将来を 担う 若者の人口が少ない地域では、 若者

が地域の文化財にどのよう な価値があるのかを 知ら ないため、 なぜ文化財を 守ら ないと いけないのかと

いう 意識が不足し ている人も 一定数います。  

 特に現在未指定の文化財で村にと っ て重要な価値を 持っ ている文化財については価値づけを行い指定

を し たう えで維持管理に努めていかなければなり ません。  
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４ ） 文化財の防災・ 防犯に関する現状と 課題 

南阿蘇村は熊本地震で甚大な被害を受けており 、 社寺をはじ めと する建造物や石造物など多く の文化

財も 被災し まし た。 未指定を 中心と する文化財の多く は、 熊本県が実施する「 平成 28 年熊本地震被災

地域コ ミ ュ ニティ 施設等再建支援事業」 を 活用し 復旧し まし た。 し かし 、 通常の災害等では指定等文化

財のみが補助の対象であるため、 今後村にと っ て重要な価値を 持ちながら 未指定である文化財が被災し

た場合の対応が課題です。  

また、 近年建造物の指定等が進んでいますが、 多く が木造建築であるこ と から 防火等への対策も 課題

です。 そのほか、 以前村内では仏像の盗難が発生し た際、 実物の写真が残っ ていなかっ たなどの問題か

ら 現在も 発見に至っ ていません。  

そのため、 文化財を守る体制を構築し 運用し ていく こ と が課題と なり ます。  

 
（２） 【方向性②】≪活かし、ひろげる≫ための現状と課題 

１ ） 観光活用に関する現状と 課題 

南阿蘇村の関連計画では、 文化財を観光資源と し て利用するこ と を 述べています。 し かし 、 文化財の

周知・ 認知が進んでおら ず、 それに伴い活用さ れている文化財も 少ない状況です。 現在、 活用さ れてい

る例と し ては「 柏木谷遺跡」 が古墳公園と し て整備さ れ、 パーク ゴルフ 場と し ても 利用さ れていますが

文化財を 学ぶこ と を目的と し てこ こ を 訪れる方は少ない状況です。 その他の村内の文化財については、

駐車場が整備さ れているも のが少ないこ と や、 現地に行く までの道幅が狭いなど車やバスでの見学が困

難と いっ た問題があり 、 文化財の見学のための周知体制及び動線誘導の整備などが課題です。  

 

２ ） 文化財に触れる機会に関する現状と 課題 

 村民対象のアンケート 結果から 、 文化財に触れる機会がこ れまで少なかっ た村民が多く いるこ と が分

かっ ています。 資料館についても 年間の来館者数が少なく 、 文化財関係の業務や調査研究目的の来館者

が大半を 占めており 、 一般住民の利用はほと んどあり ません。 また、 教育委員会主催の講座等が近年開

催でき ていないこ と などから 、 村民を 対象と し て文化財に触れる機会を 創出する機会が少ない現状にあ

るため、 計画的に機会の創出を行う こ と が課題です。  

 

３ ） 学校教育と の連携に関する現状と 課題 

社会科の学習指導要領解説には、「 日本人の生活や生活に根ざし た文化については、 政治の動き 、 社

会の動き 、 各地域の地理的条件、 身近な地域の歴史と も 関連付けて指導し たり 、 民俗学や考古学などの

成果の活用や博物館， 郷土資料館などの施設を 見学・ 調査し たり するなど具体的に学ぶこ と を通し て理

解さ せるよう に工夫するこ と 」 と の記載があり ます。 し かし 、 学校による資料館や指定等文化財の活用

は行われておら ず、 文化財が持つ意味や価値についての子ども たちの理解が乏し く 、 物そのも のに対す

る認知が低いこ と が課題になっ ており 、 若者が地域の文化財を 知ら ない理由の一端と なっ ています。  

そのため、 子ども たちが文化財に触れるき っ かけを 学校教育の中で充実さ せるこ と が必要です。  
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（３） 【方向性③】≪共に、かかわる≫ための現状と課題 

１ ） コ ミ ュ ニティ と の連携強化に関する現状と 課題 

 各集落には多様な文化財があり 、 神社など地域コ ミ ュ ニティ の活動の場と し て活用さ れているも のも

多く あり ます。 し かし 、 集落の人口は減少の一途を たどっ ており 、 文化財を 維持管理するためのコ ミ ュ

ニティ 構成員の減少にも 歯止めがかかっ ていません。  

そのため、 文化財の維持管理を地域住民と 連携する仕組みを強化するこ と が課題です。  

 

２ ） 文化財が関わる地域の施設、 団体と の連携に関する現状と 課題 

南阿蘇村や村周辺には村以外の行政・ 団体が管理する 震災ミ ュ ージアム KI OKUや阿蘇火山博物館があ

り ますが、 それぞれの施設と の連携の有無や程度は現在異なっ ており 、 今後の連携体制の構築や強化が

課題と なり ます。 また、 村内で文化財の活用を 組織の主な目的と する民間団体（ NPOなど） はあり ませ

ん。 ただ、 一部文化財に関する内容を プロ グラ ムの中に入れていて活用し ている団体はあり ますが、 村

と の連携や事業の把握等が不足し ているこ と が現状です。  

そのため、 村内外の博物館などの施設や文化財に深く 関わる民間団体と の連携や運用の仕組みの構築

が課題です。  

 

３ ） 文化財担当職員の業務の効率化に関する現状と 課題 

 南阿蘇村には主に文化財を 担当する職員が 1 名いますが、 社会教育の他の分野の業務も 兼任し ている

ため業務量が多いこ と が課題です。  

また、 文化財には多く の種別が存在し ますが、 村の文化財担当職員の専門分野は考古学であり 、 多岐

にわたる文化財への適切な対応が難し いこ と も 課題と なっ ています。  
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２ 南阿蘇村における文化財の保存・活用に関する方針 

（１） 【方向性①】≪守り、つなげる≫ための方針 

１ ） 調査に関する 方針 

 南阿蘇村全体を 対象に未指定文化財の把握調査を 行い、 段階に応じ て詳細調査を 実施し ます。 特に書

跡・ 典籍や工芸品などの有形文化財の美術工芸品などの分野は重点的に把握調査を 行います。  

 

２ ） 保存環境に関する方針 

 南阿蘇村の管理する文化財を適正に保存・ 活用を するため、 資料館の改修や移転など施設について、

文化財の保存管理について検討し ます。  

 

３ ） 文化財の継承・ 維持管理に関する方針 

文化財の継承や維持管理を 行う 後継者を 育成すると と も に、 地域の文化財の維持管理のために地域か

ら 要望や意見を集約し 、 文化財の継承・ 維持管理につなげていき ます。  

また、 指定等文化財については適宜補助を 行い、 未指定で補助が難し いも のについては、 調査を 実施

し て価値を明ら かにし 、 指定について検討し ます。 未指定文化財については、 保存環境の整備の助言等

の対応を 行います。  

 

４ ） 文化財の防災・ 防犯に関する方針 

 文化財の防災・ 防犯体制確立のため、「 南阿蘇村文化財危機管理対策マニュ アル」 を作成し ます。 作

成にあたっ ては、 文化庁の『 国宝・ 重要文化財（ 建造物等の防火対策ガイ ド ラ イ ン 』、『 国宝・ 重要文化

財（ 美術工芸品） を保管する博物館等の防火対策ガイ ド ラ イ ン』 や文化財保存修復研究センタ ーの『 文

化遺産日常管理マニュ アル :  あなたにも でき る! 』 を 参考にし ます。 災害に適切に対応するため、 作成

し たマニュ アルは村が対応でき る対応策を 方針に明記し 、 所有者や地域の文化財を 守る住民に配布し ま

す。  

 防犯については、 文化財の盗難の危険性を 広く 周知し 、 防犯意識の醸成を 図り ます。 また、 把握調査

を 通じ て台帳整備を進め、 盗難が発生し た際に文化財の情報を 速やかに提供でき る体制を構築し ます。  

 
（２） 【方向性②】≪活かし、ひろげる≫ための方針 

１ ） 観光活用に関する方針 

村の文化財の観光利用促進のために、 文化財を 紹介するリ ーフ レッ ト 等を作成し 、 観光客を 始めと し

て村に訪れる人や地元の人に対し ての文化財の認知・ 理解を深めます。  

また、 交通の課題がある文化財見学についてはソ フ ト 面と ハード 面の両方で内容の検討をし ます。  

 

２ ） 文化財に触れる機会に関する方針 

 南阿蘇村図書室が開催し ている南阿蘇学講座等を 活用し 、 文化財についての講座を 実施し 、 村民に南

阿蘇村の歴史文化について広く 周知し ます。  

 また、 資料館に所蔵さ れている民具等を 実際に手に取っ ても ら い体験でき る場を 創出し ます。  
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３ ） 学校教育と の連携に関する方針 

 小学生、 中学生の社会科等の授業に反映でき るよう 、 資料館の文化財の紹介を教員対象に行う と と も

に、 授業の中で資料館に収蔵し ている文化財を 活用する方法を 検討し ます。 また、 村内にどのよう な文

化財があるかを子ども たちが学ぶこ と ができ る副読本などの学習資料等を作成し 、 学校教育で活用し ま

す。  

 
（３） 【方向性③】≪共に、かかわる≫ための方針 

１ ） コ ミ ュ ニティ と の連携強化に関する方針 

 地域コ ミ ュ ニティ と の連携強化について、 村民が住む行政区が管理し ている文化財の価値を村民自身

が知るために村が把握調査を 行っ た結果を 各行政区（ 区長） へ台帳等で周知を 行い、 各行政区（ 区長）

に対し て周知・ 啓発を 行います。  

 また、 文化財の維持管理に悩みを持つ行政区に対し ては相談に応じ て、 対策についての助言を し ま

す。  

 

２ ） 文化財が関わる地域の施設、 団体と の連携に関する方針 

 南阿蘇村では阿蘇火山博物館と 包括連携協定を締結し ており 、 今後も 連携を 取り ながら 共同事業等の

取組を行います。 その他、 村内には熊本県が運営する震災ミ ュ ージアム KI OKUと 、 文化財行政と で震災

教育について連携を行う ための検討を 行っ ていき ます。  

 今後文化財を 地域や行政だけで守っ ていく こ と が困難であるため、 村と し て住民たちの文化財保護意

識の醸成を図り 、 住民や企業が現れた際に支援を行います。 また、 文化財保存活用支援団体の指定も 検

討し ていき ます。  

 

３ ） 文化財担当職員の業務の効率化に関する方針 

 文化財担当職員の業務負担を軽減するために、 事務内容の効率化について特に遺跡地図の電子化や安

価な調査関係機器を導入し アナログで行っ ていた業務をデジタ ル化するなどの事業改善及び必要に応じ

職員の補充や地域おこ し 協力隊の任用等についての検討も 行い、 事務量の負担軽減に努めます。  

さ ら に、 多岐にわたる文化財の保存と 活用に対応するため、 研修等へ参加すると と も に、 他自治体や

専門家と のネッ ト ワーク 構築を 行います。  

  


